
医師確保計画とは

■地域医療構想による医療体制を実現するために
必要な医師を確保する。

計画の目的

■令和２(2020)年度から令和５(2023)年度まで

計画期間

【８月】
総合医局機構運営協議会
推進協議会
【９月】
医療審議会
【１０月】
総合医局機構運営協議会
【１１月】
県民コメント
【１２月】
１２月定例会（行政報告）
計画推進協議会
【１月】
医療審議会（諮問）
【２月】
２月定例会（計画案上程）

① 医師確保の方針及び必要医師数

② 必要医師数の確保に向けた施策

③ 産科・小児科における医師確保計画

構 成

医師確保計画

取 組
地域医療構想

医師の
働き方改革

医師偏在
対策三位一体の取り組みで推進

策定スケジュール

資料１－１
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医師確保の方針及び必要医師数

2017年

医療需要推計
（病床数）

５０，６８２床

高度急性期 ４，０４４床

急性期 １８，６７８床

回復期 １３，３７９床

慢性期 １２，７５２床

その他 １，８２９床

医師の働き方改革の推定値
（時間外労働規制） －

病院勤務医師数
（常勤換算）

８，４８７人

2023年

５３，３２８床（＋2,646床）

高度急性期 ５，１５７床

急性期 １８，１３５床

回復期 １５，８８３床

慢性期 １３，６９６床

その他 ４５７床

時間外労働規制後の総労働時間
の削減率 ５．２％

必要医師数 ９，７２０人（＋1,233人） ※暫定

■埼玉県の2023年へ目指す医療の姿
本県の地域医療構想に基づく２０２３年の医療需要と医師の時間外労働規制の影響を推定した値から、 本県の必要医師数を設定。

■二次医療圏の２０２３年へ目指す医療の姿
二次医療圏ごとの地域医療構想に基づく２０２３

年の医療需要と医師の時間外労働規制の影響を
推定した値から、必要医師数を設定。

①入院需要

②在宅需要

2017年

在宅療養患者の数（訪問診療分） ３２，９９４人

在宅医療の医師数（病院・診療所分） １，１７１人

2023年

４２，５４７人（＋9,553人）

１，４８９人（＋318人）
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必要医師数の確保に向けた施策

施策 内容

１ 医師を増やす施策
・県外医学生、地域枠医学生（奨学金制度）
・臨床研修医、後期研修医（研修資金制度 ）
・臨床研修病院合同説明会参加
・後期研修医の県内誘導
・医師の魅力あるブランドづくり
・模擬医療体験や病院見学、医師との懇談会等を実施（高校生の志養成）

２ 医師のキャリア形成、
質の向上と負担軽減

・奨学金貸与者へのキャリア形成プログラム
・医療機関や医学生・若手医師に対しての助言・支援（キャリアコーディネーターの設置）
・医療機関の勤務環境の取組へ総合的な支援（医療勤務環境改善支援センターの運営 ）
・女性医師支援センターの運営と女性医師の代替医師助成（女性医師支援）
・県内研修医向けのスキルアップ支援研修や学会認定資格取得研修のほか、県内の医療の魅力を伝える魅力研
修などの開催（地域医療教育センターの運用）

・海外留学支援制度の拡充
・学位取得などのキャリア形成支援

３ 地域医療体制の確保
＜救命救急センター、周産期医療センター＞
・診療体制が整備できるまでの医師確保支援（寄附講座）
・研修医、後期研修医の確保（研修資金による研修医）
＜救命救急＞
・救急医療施設等運営費補助（救急医療対策）
＜周産期医療＞
・産科医、小児科（新生児医療）への支援（周産期医療従事者処遇改善）
・周産期医療施設の運営費の一部補助（周産期医療体制整備）
＜小児二次救急＞
・小児二次救急輪番空白日の解消を図るための医師派遣
＜地域医療＞
・医師不足地域の公的病院、小児科・産科・救急科（奨学金医師の義務年限勤務 ）
・小児二次救急輪番病院の拠点病院の体制構築（開業医による救急医療支援）
・秩父地域の二次救急、産科医療を確保するための派遣（秩父保健医療圏医師派遣支援）
＜在宅医療＞
・在宅医養成研修の実施
・往診・訪問診療医検索システムによる副主治医の紹介（在宅医療連携拠点）
・ＩＣＴを活用した医療や介護ネットワークの構築支援
・地域の医療機関等相互の連携体制の構築支援

医師確保の方針を踏まえ必要医師数の確保に向けた施策を策定

- 3 -



産科・小児科における医師確保計画

■計画の目的
産科・小児科医の確保が喫緊の課題であるため、特別の医師確保を進めるた

めの「産科・小児科における医師確保計画」を策定する。

■産科・小児科における医師確保の方針
２０２３年本県の周産期医療体制及び小児医療提供体制のあるべき姿を分析
し、方針を樹立する。

■施策
本県の周産期母子医療センター体制や小児救命救急第二次救急医療病院群
輪番制の確保と充実を図る施策を展開する。
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